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Ⅲ　木材需給事情

　1）北海道の総括的特色

　木材に関するかぎり「需給の不均衡」とか，あるい

は「逼迫せる需給事情」などの表現が，戦後慢性的に

使われてきているが，北海道においても大きな流れと

しては，全国のそれと同じ傾向を示している。しか

し，前号で述べたところの北海道林業の基本的特質

や，産業立地的な各種条件との関連において，木材需

給の面でも北海道としての特殊事情が存在するが，そ

のうちの主なものについて総括的にふれてみたい。

　 a．先ず第1にあげられることは，北海道が殆んど

独立の需給圏と考えられることである。本州各府県に

おいては，需要，供給の関係が全国的に複雑に交錯し

ていて，東京，大阪，名古屋のいわゆる3都の木材市

況が全国の市況を支配しているようなもので，特定の

地域が独自の需給圏を形づくるような余地は全く残さ

れていない。生産地と消費地の区別はあるが，それら

は何れも全国的な規模において取引されている。

　本道の素材生産量約1千万m3のうち道外に移出さ

れる量は年平均30万m3程度で3％内外にすぎない。

また，需要量に占める輸入材の比率も，上昇しつつあ

るとはいえ，7％前後であって，潜在的な供給不足を

別にすれば、大体において自給自足の形がとられてい

る。

　b．第2の特色としては，前項に関連して外材の輸

入が少ないことである。本道を除く内地府県では外材

の比率が40％を超えており，輸入材を対象とした独自

の需給構造がつくられているが，北海道では，あくま

でも道産材が需給の中核となっている。したがって，

道内で生産される素材の用途別生産量が，一方におい

て，道内の需要構成にも、ほぼ合致しているとも考え

られる。

　c．全国と本道の需要構造を比較すると，第1表に

みるように，とくに本質的な差は認められないが，概

して製材原木の比率が、全国のそれに比してやや低

く，反対にパルプ用の割合が大きくなっており工業原

料としてのウェイトが高い。また，合板材は国産材だ
けについてみると，大部分が道産材で占められてい

る。

　d．全国的規模においては，戦後，例外なく需要が

供給を上まわっているにもかかわらず，北海道では昭
和29年の台風によって2,800万m3にのぼる大風倒木の

発生をみた結果，昭和29年から34年までは，素材の供

給量が需要を超える現象を生じた。このことは，その

後の需給関係にも大きな影響をおよぼしており，道内
資源に対する林力の消耗に一層，拍車を加えることと

なったため，昭和33年度以降40年計画で出発した国有

林を中心とする体力増強計画をもってしても，当面の

出材増は全く期待できない状況にある。また，この期
間における一時的な供給過多が需要量の膨脹を促進し

た結果，現在すすめられている製材工業の構造改善事

業を必要とするにいたった一大原因とされている。

　e．道内で供給される素材は，概して低価値材が多
い。とくに林増計画により低質材や小径木の出材が増

大したのでこの傾向を強めた。なかには，アカエゾマ

ツの楽器用材，優良広葉樹を原料とするインチ材等，

特別な価格で取引きされるものもあるが，量としては
微々たるものであって，需給量の過半を占める製材用

原木の単位あたりの木材価格を全国平均と比較しても

この関係は明らかである。

　f．本州における有名林業地に見られるような特殊
用途のための生産材が少ない。もともと天然林からの

生産材であるため，供給されたものの内容にあわせて

需要が開拓されたものであり，その意味では需要と供
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給の内容が本州に比べて単調であるといえる。

　 g．本道では林産物に対して道営の強制検査が行な

われており，これらの検査機関を動員して定期的に行

なわれる木材在荷量の調査は極めて正確に近いもので

あり，府県に比較して，かなり精密な統計数字が確保

されていると考えられる。

　2）木材供給の動向

　a．素材生産の動向

　本道における素材生産の推移は第2表にみるよう

に，僅かに増加の傾向をたどっているが，これは本州

とほぼ同様な動きである。しかし針広別にみると，全

国規模にあっては，昭和36年のNLの比率が74：26に

比し42年は64：36と広葉樹の増加がいちぢるしく針葉

樹材の絶対量も，この期間に約10％減少しているのに

対し，本道においては，当初から広葉樹生産の比率が

大きく，昭和35年で，やや半々にちかく，昭和41年か

らは広葉樹の生産が針葉樹をうわまわるにいたってい

る。

　このことは，本道が古くから広葉樹について合板，
インチ材など特定の用途をもち，さらに低質材や小径

木の利用が促進されたことに負う

ところが多い。

　また，内地においては，東北，

北陸地域における国有林からの広

葉樹材の出材増がみられるが，そ

の他の地域においては停滞ないし

は減少の傾向を示している。しか

し，北海道においては民有林が増

加しているのが特徴的であり，本

州の民有林が，近年主として再造林の困難さから出材

が停滞しているのと比べて対照的である。

　b．外材輸入の動向

　　全国的規模においては、昭和42年度に外材輸入量

の総数は3,321万m3（木材チップおよび輸入製品の原

木換算を含む）となり総需要量の約40％を占めるにい

たった。この比率から感ずることは，外材がすでに国

産材の供給不足の補充的役割からぬけ出して，外材を

主体とする需給構造が確立していると言えるであろ

う。

　しかるに，本道においては，まだ総重量の7％にす

ぎない状態であり，今後の増加が見込まれるとして
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も，その上昇比率は全国のそれとは格段の開きがあ

る。最近数年間にわたる木材輸入量の推移は第3，4

表のとおりであるが，全国的傾向に比べて本道の特色

と考えられる点は，①全国の針広材ほぼ同量に対し本

道では南洋材が圧倒的に多く70％以上を占めている。

②南洋材のうち合板用と製材用は全国でほぼ半々であ

るが，本道では道材合板の中芯用が大部分である。③

本州に比較して木材製品の輸入が少なく，現在のとこ

ろは，丸太と木材チップの輸入にかぎられている。

　 3）木材需要の動向

　 　a．製材用材

　本道における用材の需要量は、昭和42年度において

1,059万m3であるが，このうち製材用としての需要量

は，554万m3で全体の52％を占め，全国の64％よりは

かなり低い率になっている。

　針葉樹製材においては，およそ75％が建材需要とな

っているが，広葉樹製材においては，これと対象的で

あって建材としての需要は25％前後で家具材，梱包材

等を主とする各種の用途に使われている。（第5表）

注  1，建材には製材のほかフローリング原板を含むが建具材は
       含まない。
    2，林務部林産課調

　北海道の建築材需要のうらづけとなる建築着工面積

の指数は，全国と同様に，年々いちぢるしく上昇して

いるが，木造，非木造別にみると，もちろん後者の伸

び率が高いが，木造の伸び率そのものも，全国平均を

上まわっている。

　本道における建築用材の動向をめぐって最も特色の

ある問題点は，いわゆる寒住法（北海道防寒住宅建設

等促進法）の存在である。昭和28年に制定されたこの

法律は寒冷地帯における防災および民生安定を目的と

しており，制定の趣旨そのものは，誠に結構なもので

あるが，すでに10数年を経過した現在においても，な

お実状にそぐわない面が多い。すなわち，防寒住宅と

は簡易耐火構造（ブロック）以上のものと規定されて

いるため，全国のなかで本道だけが木造住宅は住宅金

融公庫の融資対象外となっている。したがって昭和41

年の融資決定率をみても，全国平均の7.3％に対し本

道は総建設戸数の3.4％といちぢるしく低い。このこ

とは，一面において寒住法の規定があるにもかかわら

ず依然として木造建築が多いことを示している。

　また，この法律制定当時に強調された木材の節約と

いう考え方は解放経済体制のもとで，大きく変ってき

ており，さらに木造建築でも建築工法や新建材の発達

にともない，断熱材の利用等によって，十分な防寒装

備が可能になってきている。

　このような背景から道内においても、寒住法改正の

機運が高まり道議会や道住宅対策審議会でも検討をす

すめているので，何れ遠くない時期に中央に問題が提

起されるものと考えられる。

　b．パルプ用材

　北海道の素材生産量のなかで，パルプ用材の占める

ウェイトは，かなり高く全帽の18％程度に対して，30

％近くになっている。また，本州と異なり素材のみに

ついてみれば針葉樹材の方が広葉樹よりも多い。これ

は，なんといってもトドマツ，エゾマツなどのパルプ

原料として最も望ましい樹種が針葉樹の主体をなして

いるからである。

　北海道における木材需要の分野で，パルプ産業ほど

原料としての構造改革がすすめられたものは珍らし

い。この点については全国的規模のものと，ほぼ同一

傾向を示しているが，戦後における第1の転換は32年

頃からはじめられた広葉樹材えのきりかえである。針

葉樹材の資源涸濁と価格の高騰ならびにパルプ製造技

術の改善進歩にともなって，これらの樹種転換が急速

にすすめられた。

　第2の問題としては，パルプ原料のための木材チッ

プ産業の発達である。たまたま，時を同じくして実施

に移された国，道有林の大面積皆伐方式による林増計
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第6表　北海道パルプ原料内訳

画の結果として，多量出材される低質広葉樹や小径

材の利用開発と工場廃材の高度利用の趣旨から、製材

工場の副業的な形において，チッパーの併設が盛んに

行なわれた。第6表にみるとおり，昭和42年度におい

ては木材チップの生産量がパルプ用素材を超えるにい

たった。

　つぎにあらわれた構造変化の大きな問題としては，

外材チップの輸入がある。本州におけるパルプ工場の

配転整備はほとんど港湾に向かって集約されるかのよう

な感があるが，今後における輸入チップの影響は，ま

すます大きくなるものと考えられる。本道においては

41年にはじめて試験的に輸入が行なわれ内地に比べて

おくれている。しかし42年には前年の3倍以上の24万

m3が輸入されており，今後はかなり早い速度で増加

する可能性がある。

　c．合板用材

　道産広葉樹を原料とする合板生産は本道独自のもの

であり，ラワン合板が大部分である本州にくらべて、

第7表　北海道合単板樹種別原木消費量

種々の特色をもち，またこの特色によって輸出産業と

しての基盤を確立してきた。しかしながら輸出合板と

しては，従来カバ，セン，シナ，ブナなどに限られて

いたために，これら優良広葉樹の合板適材が減少して

きている。このため，中芯材料としてラワン材を利用

したり，また表板をできるだけ薄くするなど，資源の

効率的利用に努めているが，何れにしても従来の伸び

率を維持していくためには，樹種の転換ならびに製造

技術の一層の改善をはかる必要がある。

　昭和42年度における合板生産実績は7,867万m2で全

国生産量の約7％にあたるが，このうち20％近くはラ

ンバーコア合板である。

　なお原木消費量を樹踵別にみると，第7表のとおり

であるが，シナが逐次，ラワンにおきかえられており

今後の原木事情から考えて，ナラや雑カバ類の利用開

発が望ましい。

　以上の製材，パルプ，合板用材のほか，坑木，電柱

ボード材およびその他の用途材があるが，総需要量か

らみれば僅かであり，とくに本州方面と異なる顕著な

事情も見られない。

　4）本道木材需給の長期見通し

　北海道林産物対策協議会によって，昭和90年蜜まで

の長期需給見通しが，一応行なわれているが，これに

よると当面，需給の不均衡はますます悪化し60年度に

は自給率が75％にまで落ちることになっている。総括

的な数量の問題も重要であるが，

優良広葉樹の供給，カラマツ材の

需要など今後に残された主要な問

題については長期計向の方法論と

ともに，さらにキメのこまかい検

討が望まれる。

　　　　　　　　　－副場長－


